


○ 境界確認申請の流れ 

申請者又は実務取扱者 豊島区都市整備部道路管理課境界確定グループ 

  

 

受  理 

資 料 提 供 、 第 一 回 打 合 せ 

資料を収集後、区担当者から連絡します。 

調査 測量 
第一回打合せ内容に基づき調査、測量を行ってください。 

申請地周辺の土地の境界に関する資料があるか確認してください。 

第 二 回 打 合 せ 

調査､測量の結果に基づいて、予定線策定の打合せを行います。 

立会日の調整 

予定点の現地標示 

現 地 立 会 い ､ 協 議 

関係土地所有者の立会い同意を得たうえで、担当職員と立会日

の調整を行ってください。 

決定した日時について、関係土地所有者に連絡をしてください。 

境界図の下図作成 下図チェック 

境界図原図作成 

別記境界図作成要領参照 
区指定の和紙を支給します。 

下図確認後、区担当者から連絡します。 

申請者、関係土地所有者の境界

図への必要事項の記入･押印 

境界確認の決定 

境界確認通知書の交付 

原図及び A4 折り複写図面

（記名者分＋１枚）提出 

境界確認通知書を申請者、関係

土地所有者にお渡しください。 
通知書の受渡し（境界図提出後一週間程度） 

下図提出(A2 用紙) 

申  請 受  付 

審  査 

この申請書の提出は 〒171‐8422 東京都豊島区南池袋２－４５－１ 

豊島区都市整備部道路管理課境界確定グループ 

電話 ０３－４５６６－２６７４（直通） 

FAX  ０３－３９８１－４８４４ 














